
　　　（単位　円）

５月 ６月 ９月 １０月 １１月

２６日(月) ２６日(木) ２６日(金) ２７日(月) ２６日(水)

児童費 5,000 3,000 1,800 9,800

ＰＴＡ会費
４００円×口数
　　×６ヵ月

４００円×口数
　　×６ヵ月

400円×口数×12ヵ月

児童費 4,000 2,000 2,300 8,300

ＰＴＡ会費
４００円×口数
　　×６ヵ月

４００円×口数
　　×６ヵ月

400円×口数×12ヵ月

児童費 5,000 3,000 2,500 10,500

ＰＴＡ会費
４００円×口数
　　×６ヵ月

４００円×口数
　　×６ヵ月

400円×口数×12ヵ月

児童費 8,000 3,600 11,600

積立金 5,000 7,000 7,000 1,000 20,000

ＰＴＡ会費
４００円×口数
　　×６ヵ月

４００円×口数
　　×６ヵ月

400円×口数×12ヵ月

児童費 10,000 3,300 13,300

積立金 3,000 8,000 8,000 5,000 24,000

ＰＴＡ会費
４００円×口数
　　×６ヵ月

４００円×口数
　　×６ヵ月

400円×口数×12ヵ月

児童費 8,000 5,600 7,000 20,600

ＰＴＡ会費
４００円×口数
　　×６ヵ月

４００円×口数
　　×６ヵ月

400円×口数×12ヵ月

２年 ３年 ４年 ５年 ６年

児童費 0 0 0 0 186 （単位　円）

２年 ３年 ４年 ５年 ６年

積立金 20,000 28,353 （単位　円）

３
年

令和７年度　学校徴収金等月別徴収額一覧表

銀行振替日 合　　計

1
年

２
年

◆５年生で徴収する積立金は、６年生で実施予定の修学旅行費です。

４
年

５
年

６
年

◆転入生及び令和６年度就学援助認定者の方は、５月分の児童費徴収額に下記の前年度繰越金が
　 加算されます。

◆さらに、５・６年転入生の方は、５月分の積立金徴収額に下記の前年度繰越金が加算されます。

◆４年生で徴収する積立金は、５年生で実施予定の林間学習費です。

※振替手数料が、1件につき１０円必要です。毎月の納入金額と合わせて、振替日の前営業日まで
　 に届出口座にご入金ください。

※PTA会費の徴収額は申込口数を乗じた金額を設定します。

この用紙は、1年間大切に保管してください。


